
第⼆章 ⽯綿等を取り扱う業務等に係る措置
第⼀節 解体等の業務に係る措置
（事前調査及び分析調査）
第三条 事業者は、建築物、⼯作物⼜は船舶（鋼製の船舶に限る。以下同じ。）の解体⼜は改修（封じ込め⼜
は囲い込みを含む。）の作業（以下「解体等の作業」という。）を⾏うときは、⽯綿による労働者の健康障害
を防⽌するため、あらかじめ、当該建築物、⼯作物⼜は船舶（それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下
「解体等対象建築物等」という。）について、⽯綿等の使⽤の有無を調査しなければならない。
２ 前項の規定による調査（以下「事前調査」という。）は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に
掲げる⽅法により⾏わなければならない。
⼀ 設計図書等の⽂書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を確認する⽅法。ただし、設計図書等の⽂書が存在
しないときは、この限りでない。
⼆ ⽬視により確認する⽅法。ただし、解体等対象建築物等の構造上⽬視により確認することが困難な材料に
ついては、この限りでない。

⽯綿障害予防規則
労働安全衛⽣法（昭和四⼗七年法律第五⼗七号）及び労働安全衛⽣法施⾏令（昭和四⼗七年政令第三百⼗⼋
号）の規定に基づき、並びに同法を実施するため、⽯綿障害予防規則を次のように定める。
⽬次
第⼀章 総則（第⼀条・第⼆条）
第⼆章 ⽯綿等を取り扱う業務等に係る措置
第⼀節 解体等の業務に係る措置（第三条―第九条
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７ 事業者は、事前調査⼜は分析調査（以下「事前調査等」という。）を⾏ったときは、当該事前調査等の結
果に基づき、次に掲げる事項（第三項第三号から第⼋号までの場合においては、第⼀号から第四号までに掲げ
る事項に限る。）の記録を作成し、これを事前調査を終了した⽇（分析調査を⾏った場合にあっては、解体等
の作業に係る全ての事前調査を終了した⽇⼜は分析調査を終了した⽇のうちいずれか遅い⽇）（第三号及び次
項第⼀号において「調査終了⽇」という。）から三年間保存するものとする。
⼀ 事業者の名称、住所及び電話番号
⼆ 解体等の作業を⾏う作業場所の住所並びに⼯事の名称及び概要
三 調査終了⽇
四 着⼯⽇等（第三項第四号から第⼋号までに規定する⽅法により事前調査を⾏った場合にあっては、設計図
書等の⽂書で確認した着⼯⽇及び設置⽇）
五 事前調査を⾏った建築物、⼯作物⼜は船舶の構造
六 事前調査を⾏った部分（分析調査を⾏った場合にあっては、分析のための試料を採取した場所を含む。）
七 事前調査の⽅法（分析調査を⾏った場合にあっては、分析調査の⽅法を含む。）
⼋ 第六号の部分における材料ごとの⽯綿等の使⽤の有無（第五項ただし書の規定により⽯綿等が使⽤されて
いるものとみなした場合は、その旨を含む。）及び⽯綿等が使⽤されていないと判断した材料にあっては、そ
の判断の根拠
九 事前調査のうち、建築物及び船舶に係るもの（第三項第三号に掲げる⽅法によるものを除く。）を⾏った
者（分析調査を⾏った場合にあっては、当該分析調査を⾏った者を含む。）の⽒名及び第四項の厚⽣労働⼤⾂
が定める者であることを証明する書類（分析調査を⾏った場合にあっては、前項の厚⽣労働⼤⾂が定める者で
あることを証明する書類を含む。）の写し
⼗ 第⼆項第⼆号ただし書に規定する材料の有無及び場所

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示

Jiro Tsujii
ハイライト表示




